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政令指定都市移行３０周年ＰＲ動画制作業務委託仕様書 

 

１ 委託名  

政令指定都市移行３０周年ＰＲ動画制作業務委託 

 

２ 委託目的 

  令和４年４月１日に本市は政令指定都市移行３０周年を迎える。 

  市民等に広く政令指定都市移行３０周年を周知するとともに、政令市移行によるまちや市民サービ

スの変化などを振り返り、さらに未来のまちづくりや暮らしを考えるきっかけとするため、短編の動

画を制作する。 

 

３ 適用範囲 

本仕様書は、千葉市（以下、「発注者」という。）が実施する「政令指定都市移行３０周年ＰＲ動画

制作業務委託（以下、「業務」という。）」に関し、必要な事項を定める。 

 

４ 業務の理念 

本業務の受注者は、業務を実施するにあたり、発注者の目的を十分理解し、適切な人員を 

配置して、最高技術を発揮するよう努力するとともに、正確かつ丁寧に行わなければならない。 

 

５ 委託期間 契約締結日～令和４年３月３０日（水） 

 

６ 業務内容 

政令市移行によるまちの変化を振り返り、未来のまちづくりや暮らしを考えるきっかけとなるよう

な内容の動画を制作するとともに、その動画を収めたＤＶＤを作成する。 

制作内容は下記の各要件を踏まえることとし、企画提案内容を基に発注者と協議を行ったうえで決

定する。 

（１） 企画・構成 

ア 動画の基本構成は下記のとおりとする。 

（ア）２４０秒（全体版） サイズ：1920×1080 形式：H.264/MPEG-4 AVC 

   （イ） ３０秒（ダイジェスト版） サイズ：1920×1080 形式：H.264/MPEG-4 AVC 

   （ウ） ３０秒（ダイジェスト版 SNS用） サイズ：1080×1080 形式：H.264/MPEG-4 AVC 

    ※（イ）・（ウ）は、（ア）の主要部分を短く編集したもので可 

（重要な情報の欠落がないよう配慮すること） 

※ それぞれの時間・内容については、発注者と調整のうえ、最終的に決定する。 

   イ 動画の内容については、以下を踏まえること。 

   （ア）内容 

     ・本市が政令市に移行した１９９２年から現在までのあゆみの振り返り（区役所の設置や市

民サービスの変化など、政令市移行により変化した象徴的なものなど。写真素材等は原則

として発注者が提供するが必要に応じて受注者所有の動画及び静止画データの活用やロ

ケ撮影を行うこと。） 

     ・本市の未来（視聴者が分かり易く本市の未来の姿を想像できるものとすること（例：アニ

メーションやＣＧの使用など）） 

     ・動画を見た者が、政令市移行によるまちの変化を振り返り、未来のまちづくりや暮らしを

考えるきっかけとなるような内容とすること。（例：市長と著名人の対談の挿入など） 

   （イ）留意点 

     ・音声が流せない場面での放映を想定し、字幕を挿入すること 

     ・ＢＧＭを付けること。なお、インターネット等で公開を予定していることから、著作権フ

リーまたは受注者の負担で使用許諾を得ること。 
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     ・動画は令和５年３月３１日まで公開するため、公開期間について出演者の許諾を得ること。 

   ウ 用途 

     市ホームページ・SNS（Twitterや Facebook）への掲載や各区役所等に設置の市政情報モニタ

ーでの放映、市政功労者表彰、成人式等での放映などを予定 

 （２）編集 

完成までに本市による複数回の内容確認及び修正指示の機会を設ける。 

（３）その他 

・文字を表示する場合、言語は日本語を基本とし、フォントについても相応しいフォントとす

る。 

    ・広報における自由提案も可とする。 

 

８ 成果品 

   受注者は、次の成果品を提出すること。 

   ・ＤＶＤ 

前記６業務内容（１）企画・構成に記載のア（ア）～（ウ） 各２枚 

（家庭用ＤＶＤプレーヤーで再生できる形式） 

   ・動画データ 

    前記６業務内容（１）企画・構成に記載のア（ア）～（ウ） ＤＶＤ－Ｒ １枚 

     （H.264/MPEG-4 AVC形式） 

 

９ 成果品の納入期限 

  令和４年３月３０日（水） 

 

10 その他運営上の要件 

契約後の業務においては、発注者と協議を重ねながらスケジュールを作成し、そのスケジュールに

沿って実施すること。 

 

11 納入場所 千葉市都市アイデンティティ推進課（本庁舎５階） 

〒260-8722 千葉市中央区千葉港１－１ 

 

12 権利関係  

（１）本業務における成果物の取扱い 

   ア 本業務の履行に係る成果物の所有権は全て発注者に帰属する。 

   イ 成果品が著作権法（昭和 45 年法律第 48 条）第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物（以下「著

作物」という。）に該当する場合には、当該著作物にかかる受注者の著作権（著作権法第 21 条か

ら第 28 条までに規定する権利）を当該著作物の引き渡し時に発注者に無償で譲渡するものとす

る。 

（２）著作権・知的財産権の使用 

   ア 本業務を履行するに際し、発注者が提供する写真は除き、第三者の著作権、特許権、その他

権利を使用する場合は、受注者がその使用に関する一切の責任、費用負担を負うものとする。 

   イ アにかかわらず、発注者がその方法を指定した場合は、その限りでない。 

 

13 その他 

（１）受注者は、作業スケジュール、作業内容及び作業従事者を明らかにすること。また、業務の進捗

状況については、本市担当者に適宜報告すること。 

（２）業務の遂行に起因し、第三者に損害を与え、第三者から苦情があった場合には、受注者において

損害賠償、または苦情処理の措置を講じること。 

（３）本仕様書の内容等について疑義が生じた場合は、その都度、発注者と協議のうえ、その指示に従
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い業務を進めるとともに、発注者は業務期間中いつでもその業務状況の報告を求めることができ

るものとする。 

（４）成果品の内容が不適切と認められる場合、再提出を求める。 

（５）コンプライアンス（法令順守）、プライバシー（個人情報）保護、情報セキュリティへの取組み

を徹底すること。また、本業務の遂行上知り得た秘密（個人情報を含む。）を他に漏らしてはなら

ない。 

（６）その他、本仕様書に記載されていない事項又は不測の事態への対応については、発注者と協議の

うえ、決定すること。 


